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●問い合わせ
　北海道後期高齢者医療広域連合
　　札幌市中央区南２条西１４丁目
　　撮０１１-２９０-５６０１

後期高齢者医療制度
のお知らせ

役場本庁保健福祉課高齢者医療係　撮０１３７-８４-５１１１
瀬棚総合支所地域町民課国保高齢者医療係　撮０１３７-８７-３３１１
大成総合支所地域町民課国保高齢者医療係　撮０１３９８-４-５５１１

高額介護合算療養費の制度　　高額介護合算療養費の制度とと
申請手続きについ　　申請手続きについてて

■高額介護合算療養費
　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

　同じ世帯の加入者が、「①病院にかかったとき」と「②介護サービスを利用したとき」の１年分

の自己負担額の合計が表の基準額を超えた場合は、「③超えた額が高額介護合算療養費」として支給
されます。なお、高額介護合算療養費を受給するには申請が必要となります。

●１年分の自己負担額の計算期間
８月１日～翌年７月３１日

自己負担額の
合計の基準額

区　　分負担割合

６７万円　現役並み所得者３　割

５６万円　一　　般

１　割 ３１万円区分Ⅱ
　住民税非課税世帯

１９万円区分Ⅰ

●後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが

　０円の場合は対象となりません。

●支給額が５００円未満の場合は支給されません。

【申請手続き】

●平成２１年度分（平成２１年８月１日から
平成２２年７月３１日まで）の期間について
支給の対象となる方には、１２月以降に申
請のご案内をします。

「高額介護合算療養費」

①と②の自己負担額を合算し、下表の基準
額を超えた分が支払われます。

医療費の自己負担

介護サービス費の自己負担

①

②

駒

駒
③

■問い合わせ先／政策調整課まちづくり推進係〔担当／濱登・奥村〕　殺０１３７-８４-５１１１

定員適正化計画の進捗状定員適正化計画の進捗状況況

純減率純減数
平成22年4月1日
目標職員数

平成17年4月1日
職員数

△6.9%△23人308人331人

姿数値目標

計画期間：平成１７年９月１日～平成２２年４月１日

①前年との比較／△６人（H２１年４月１日職員数２８１人に対しH２１年４月１日実績２７５人）

②目標値との比較／△３３人（目標値３０８人に対し実績２７５人）目標を上回っています。

平成２２年４月１日平成２１年４月１日
職員数（Ａ）

区分
増減（Ｃ-Ａ）対前年増減（Ｃ-Ｂ）対目標実績（Ｃ）目標値（Ｂ）

△８人△２２人１５１人１７３人１５９人一般行政部門

１人△３人３７人４０人３６人特別行政部門

１人△８人８７人９５人８６人公営企業等会計部門

△６人△３３人２７５人３０８人２８１人合計

姿進捗状況（実績）

　公共サービスをより効率的、効果的に町
民の皆さんに提供できるよう、行政組織・機
構などの適時見直し等を策定した「定員適正
化計画」の進捗状況をお知らせいたします。
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２次試験１次試験
受付期間資格募集種目

試験日試験日

１０月７日
　～14日

９月18日
８月１日～
９月10日

１８歳以上
２７歳未満の者

一般曹候補生

１０月16日
　～21日

９月２３日
高卒（見込含）
２１歳未満の者

航空学生

１１月20日
　～21日

１０月23日

９月6日～
１０月1日

高卒（見込含）
２４歳未満の者

看護学生

１２月14日
　～18日

１１月６日
　～７日高卒（見込含）

２１歳未満の者

防衛大学校学生
（一般）

１２月８日
　～10日

１０月30日
　～31日

防衛医科大学校
学生

試験日受付期間資格募集種目

９月19日
　　20日
　　25日

年間を通じて
行っております１８歳以上

２７歳未満の
者

男子
自衛官
候補生

９月26日・27日
８月１日
～

９月10日
女子

 平成22年度　自衛官等募集案内

■問い合わせ先
自衛隊函館地方協力本部今金地域事務所殺0137-82-0258

「新規高卒者就職「新規高卒者就職面面
接会in函館接会 in函館」」
のお知らせ

　平成２３年３月新規高等学校卒業
予定者を対象とした就職面接会を
開催します。
　１人でも多くの生徒が就職内定
を得られるよう、事業主の皆さま
の参加をお待ちしております。

●日時　１１月８日（月）
　　　　午後１時から午後４時
●場所　ロワジールホテル函館
●内容　平成２３年３月新規高等学
　　　　校卒業予定者で就職先が
　　　　内定していない生徒と企
　　　　業との就職面接会

●問い合わせ先
　ハローワーク函館
　函館公共職業安定所
　撮０１３８-２６-０７３５

　子ども手当の支給を受けるためには、申請手続きが必要
です。
　１５歳以下の子どもがいる家庭でまだ申請されていない方
は、担当係までお問い合せください。
　なお、本年４月分からの「子ども手当」
を受給するためには、９月３０日までの申請
が必要となりますので、ご注意ください。

■問い合わせ先
　役場本庁町民児童課児童福祉係　撮０１３７-８４-５１１１
　瀬棚総合支所地域町民課福祉係　撮０１３７-８７-３３１１
　大成総合支所地域町民課戸籍年金係　撮０１３９８-４-５５１１

子ども手当の申請子ども手当の申請はは
お済みですお済みですかか骸骸

　９月１１日は「警察相談の日９月１１日は「警察相談の日」」
～緊急事件・事故以外の相談は「＃9110」へ～

　警察では、身の回りにおける出来事で生活の安全等に関
する幅広い相談を随時お受けしています。

悩むより  かけて安心安心  ＃9110＃9110

相談対応電話
相談窓口

ダイヤル回線専用電話

0138-51-9110＃9110
（プッシュホン、公衆電話、
携帯電話、PHSで利用可能）

函館方面本部警察相談センター

0137-84-6110せたな警察署　相談窓口

　函館地域生活支援センターと八
雲保健所では、精神障がい者の地
域生活への移行に対する理解と支
援体制の整備促進を目的として研
修会を開催します。
　今回はこれまでの活動報告や、
支援を受けながら地域生活をされ
ている障がい者の方のお話を聞き
ながら、地域で支えるために関係
者・住民がそれぞれの立場から何
ができるか意見交換を行います。

●日時：９月２９日（水）
　　　　午後１時３０分～
　　　　　　　　　午後４時３０分
●場所：はぴあ八雲
●内容：報告会
　　　　意見交換
●定員：３０名
●申込：八雲保健所健康推進課
　　　　撮０１３７-６３-２１６８
●締切：９月２１日（火）
＊定員に達した時点で締め切らせ
ていただきます。

地域移行研修会地域移行研修会のの
お知らお知らせせ


